
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

森

本

俊

一

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

あ
ら
い
正
吾
後
援
会

有
山
雄
基

令
和
五
年
五
月
二
十
二
日

安
堵
町
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

西
本
安
博

令
和
五
年
五
月
一
日

生
駒
市
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

有
山
雄
基

令
和
五
年
五
月
三
日

宇
陀
市
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

金
剛
一
智

令
和
五
年
五
月
二
十
二
日

香
芝
市
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

福
岡
憲
宏

令
和
五
年
五
月
十
日

橿
原
市
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

亀
田
忠
彦

令
和
五
年
五
月
十
日

川
西
町
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

堀
格

令
和
五
年
五
月
一
日

久
保
安
正
後
援
会

久
保
幸
子

令
和
五
年
四
月
三
十
日

小
走
善
秀
後
援
会

小
走
善
秀

令
和
五
年
四
月
三
十
日

新
風
会
疋
田
俊
文
後
援
会

冨
田
隆
彦

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日



谷
本
昌
弘
励
ま
す
会

関
博
年

令
和
五
年
四
月
三
十
日

中
村
あ
き
ら
会

中
村
昭

令
和
五
年
五
月
十
五
日

中
村
あ
き
ら
後
援
会

中
村
武
志

令
和
五
年
五
月
十
五
日

奈
良
市
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

仲
川
げ
ん

令
和
五
年
五
月
十
二
日

泊
山
会

中
村
武
志

令
和
五
年
五
月
十
五
日

東
吉
野
村
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

水
本
実

令
和
五
年
五
月
十
二
日

平
群
町
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

西
脇
洋
貴

令
和
五
年
五
月
十
五
日

森
田
ひ
ろ
ゆ
き
後
援
会

森
田
浩
行

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

や
ぶ
し
た
安
紀
後
援
会

藪
下
全
啓

令
和
五
年
五
月
十
日

山
中
ま
す
と
し
後
援
会

山
中
益
敏

令
和
五
年
五
月
二
十
日


		2023-06-14T17:16:19+0900
	Nara Prefecture




